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企業行動規範の整備における重要事項の確認に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 12 月 30 日付にて株式会社大阪証券取引所により施行された「コー

ポレート・ガバナンスの充実に向けた対応等に係る上場制度の見直しに伴う関連諸規

則の一部改正」を受けて、本日開催の当社取締役会において「内部統制システム構築の

基本方針」の一部改正を決議いたしました。 

その中で、当社コーポレート・ガバナンスの充実に向けた対応の一環並びに企業行動規

範の整備における遵守すべき重要事項として、当社の一時会計監査人である監査法人ワー

ルドリンクスによる指導の下、「反社会的勢力との関係遮断の徹底と永続的かつ健全なる

企業活動の推進」を掲げることを再確認し、以下の取り組みを可及的速やかに行うことを

取締役会で合意いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 

当社は、「内部統制システム構築の基本方針」に則り、反社会的勢力との関係遮断の

徹底と永続的かつ健全なる企業活動を通じて、従業員が意欲と自信を持って業務に取

り組める環境を構築し、全てのステークホルダーに対して公平な満足を提供すること

で企業信頼性を向上し、更なる業績の向上と社会貢献による企業価値の最大化を推進

することを確認いたします。 
 

(1)反社会的勢力（その懸念がある者を含む、以下同じ）との企業活動上の取引を

含めた一切の関係について、従前以上の取り組みを以ってその遮断を徹底する。 

(2)当社内外の部署、関係機関、専門機関、所轄警察署等の外部機関との連携を緊

密にし、経済的合理性を勘案した上の可能な範囲で、その属性判断を徹底する。 

(3)反社会的勢力による不当な要求等が発生した場合には、内部統制委員会及び反

社会的勢力対応部署が連携し、情報を一元的に管理し、速やかに内部統制委員

会を通じて取締役会･監査役会に報告される体制を徹底する。 

(4) 反社会的勢力による不当な要求等が発生した場合において、資金供与・利益供

与等は、結果として更なる不当な要求等に繋がることを認識し、一切応じない

姿勢を徹底する。 

(5)反社会的勢力による不当な要求等が発生した場合には、外部機関との連携のも

と、民事的・刑事的な対応を判断し、毅然たる対応を行う。 

(6) 反社会的勢力対応部署を中心として、対応マニュアルの整備を進める。また、

当社の使用人全員に対して研修を実施するほか、必要に応じて外部機関との連

携のもと、平素からの啓発活動に努める。 

 
以上 


